
特定非営利活動法人しんぐるまざあずふぉ―らむ 役員報酬規定

(目的)

第 1条 この規程は、特定非営利活動法人しんぐるまざあずふぉ一らむ (以下「本法人」という。)定

款第 19条の規定に基づき、本法人の役員の報酬の支給の基準について定めることを目的とする。

第 2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1)役員とは、定款第 13条に基づき置かれる理事及び監事をいう。

(2)費用とは、職務遂行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む)等の経費をいう。報酬等とは明確

に区分されるものとする。

(報酬及び費用の支給)

第 3条 本法人は、定款第 19条の規定にかかわらず、役員に対しての報酬を一切支給しない。ただ

し、職務を執行するための交通費、旅費については実費を支給するものとする。

(規定の変更)

第 3条 この規程は、総会の決議によつて変更することができる。

附貝」 この規定は、2019年 1月 1日から施行する。



特定非営利活動法人しんぐるまざあずふぉ―らむ

就業規則

第 1章 総 則

第 1条 (目 的)

1 特定非営利活動法人しんぐるまざあずふぉ―らむ (以下、当法人という)で働く被用者は、当法

人の主旨、および総会決議事項の遂行をその職務とし、以下の通り就業規則を定める。

2 この就業規則は、労働基準法第89条に基づき、当法人の被用者の就業に関する事項を定める

ものである。

3 この規則に定めた事項のほか、就業に関する事項については、労基法その他の法令の定めによ

る。

第 2条 (適用の範囲)

1 この就業規則は当法人で雇用する被用者に適用し、就業についての必要な事項は個別の雇用契

約書に定めるところによる。

2 パートタイム職員の就業に関する事項については、別に定める「パー トタイム職員就業規則」

による。

第 3条 (規則の遵守)

当法人はこの規則に定める労働条件により、被用者に就業させる義務を負う。また、被用者はこの

規則を遵守しなければならない。

第2章 採用・異動等

第 4条 (採用手続)

当法人は被用を希望する者の中から選者を行い、これに合格した者を採用する。

第5条 (採用時の提出書類)

1 被用者として採用されたものは、採用された日から1週間以内に次の書類を提出しなければな

らない。

① 履歴書

② 住民票記載事項証明書

③ 資格証明書の写し (ただし、何らかの資格証明書を有する場合に限る。)

④ その他、当法人が指定するもの

2 前項の定めにより提出した書類の記載事項に変更を生じたときは、速やかに書面で当法人に変



更事項を届け出なければならない。

第6条 (試用期間)

1 被用者として新たに採用した者については、採用した日から3か月間を試用期間とする。

2 前項について、当法人が特に認めた時は、この期間を短縮し、又は設けないことがある。

3 試用期間中に被用者として不適格と認めた者は、解雇することがある。ただし、勤務開始後 14
日を経過した者については、第35条第2項に定める手続きによって行う。

4 言式用期間は、勤続年数に通算する。

第 7条 (労働条件の明示)

当法人は、被用者を採用するとき、採用時の賃金、就業場所、従事する業務、労働時間、休日、その

他の労働条件を記した労働条件通知書及びこの規則を交付して労働条件を明示するものとする。

第 8条 (人事異動)

1 当法人は業務上必要がある場合に、被用者に対して就業する場所及び従事する業務の変更を命
ずることがある。

2 当法人は、業務上必要がある場合に、被用者を在籍のまま関係法人へ出向させることがある。
3 前 2項の場合、被用者は正当な理由な<これを拒むことはできない。

第9条 (休職)

1 被用者が次のいずれかに該当するときは、所定の期間休職とする。

① 業務外の傷病による欠勤が 1か月を超え、なお療養を継続する必要があるため勤務できない
とき 3か月以内

② 前号のほか、特別な事情があり休職させることが適当と認められるとき 必要な期間
2 休職期間中に体職事由が消滅したときは、原則として元の職務に復帰させる。ただし、元の職
務に復帰させることが困難又は不適当な場合には、他の職務に就かせることがある。
3 第 1項第 1号により休職し、休職期間が満了してもなお傷病が治癒せず就業が困難な場合は、
休職期間の満了をもつて退職とする。

第3章 服務規律

第 10条 (服務)

被用者は、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、当法人の指示命令に従い、職務
能率の向上及び職場秩序の維持に努めなければならない。
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第 11条 (遵守事項)



被用者は、以下の事項を守らなければならない。

① 許可な<職務以外の目的で当法人の事務所、施設、物品等を使用しないこと。

② 職務に関連して自己の利益を図り、又は便り不当に金品を借用し、若し<は贈与を受ける等不

正な行為を行わないこと。

③ 勤務中は職務に専念し、正当な理由な<勤務場所を離れないこと。

④ 当法人の名誉や信用を損なう行為をしないこと。

⑤ 在職中及び退職後においても、業務上知り得た当法人、取引先等の機密を漏洩しないこと。。

⑥ 酒気を帯びて就業しないこと。

⑦ その他被用者としてふさわし<ない行為をしないこと。

第 12条 (セクシャルハラスメントの禁止)

性的言動により、他の被用者に不利益や不快感を与えたり、就業環境を害するようなことをしては

ならない。

第 13条 (職場のパワーハラスメントの禁止)

職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景にした、業務の適正な範囲を超える言動によ

り、他の被用者に精神的・ 身体的な苦痛を与えたり、就業環境を害するようなことをしてはならな

い。

*(参考)パワーハラスメントとみなされる行為類型として、以下のようなものがある。

① 暴行・障害 (身体的な攻撃)

② 脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言 (精神的な攻撃)

③ 隔離・仲間外し・無視 (人間関係からの切り離し)

④ 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害 (過大な要求)

⑤ 業務上の含理性な<、 能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこ

と (過小な要求)

⑥ 私的なことに過度に立ち入ること (個の侵害)

第 14条 (個人情報保護)

1 被用者は、当法人及び取引先等に関する情報の管理に十分注意を払うとともに、自らの業務に

関係のない情報を不当に取得してはならない。

2 被用者は、職場又は職種を異動あるいは退職するに際して、自らが管理していた当法人及び取

引先等に関するデータ・情報書類等を速やかに返却しなければならない。

第 15条 (始業及び就業時刻の記録)

1 被用者は、始業及び終業時にタイムカード等の客観的な記録により、始業及び終業の時刻を記

録しなければならない。

2 1の方法によることな<、 自己申告制により行わざる得ない場合、当法人は次の措置を講ずる。

① 自己申告制を導入する前に、その対象となる被用者に対して、労働時間の実態を正し<記録し、

Ｒ
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適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと.

② 自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と含致しているか否かについて、嚇要に応

じて実態調査を実施すること

③ 被用者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設定するなどの

措置を講じないこと。また時間外労働時間の削減のための、社内通達や時間外労働手当の定額

払等労働時間に係る事業場の措置が、被用者の労働時間の適正な申告を阻害する要因になって

いないかについて確認するとともに、当該要因となつている場合においては、改善のための措

置を講ずること

④ 労働時間の記録に関する書類は、労働基準法第109条に基づき、3年間保存すること

第 16条 (遅刻、早退、欠勤等)

1 被用者は遅刻、早退若し<は欠勤をし、又は勤務時間中に私用で事業場から外出する際は、事

前に当法人代表に対し申し出るとともに、承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理

由で事前に申し出ることができなかつた場合は、事後に速やかに届出をし、承認を得なければなら

ない。

2 前項の場合は第27条に定めることにより、原則として不就労分に対応する賃金は控除する。
3 傷病のため継続して14日以上欠勤するときは、医師の診断書を提出しなければならない。

第4章 労働時間、休憩及び休暇

第 17条 (就業日と就業時間)

1 就業日はシフ ト通りとする。

2 1か 月単位の変形労働時間制を採用する。

3 所定労働時間は、4週間ごと (1クールと呼ぶ)に 140時間とし、平均 1週間当たり 35時
間とする。

4 1日 の所定労働時間は、休憩時間 1時間を含み 8時間を基本とする。

5 始業・ 終業の時刻は 8時から 22時までの間の8時間とし、前クールの終わる 1週間前までに

通知する。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げる
ことがある。この場合において業務の都合によるときは、前日までに通知する。

6 業務の都合により当法人が必要と認める場合は、あらかじめ、前項の休日を他の日に振り替える
ことがある。

第 18条 (賃金の種類)

1 賃金の構成は次の通りとする。

給与 基準内給与 基本給

基準外給与 通勤手当

在宅勤務手当
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残業代   法定内残業手当

時間外労働手当

休日労働手当

深夜労働手当

賞与

2 前項に定める基準内給与は残業代の計算の基礎とし、基準外給与は残業代の計算の基礎としな

い 。

第 19条  (時間外及び休日労働等)

1 業務の都合により、第 17条の所定労働時間を超え、又は所定休日に労働させることがある。

2 妊娠中の女性、産後 1年を経過しない女性被用者 (以下「妊産婦」という)であつて請求した者

及び 18歳未満の者については、第 2項による時間外労働又は休日若し<は深夜 (午後 10時か

ら午前5時まで)労働に従事させない。

3 災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合には、第 1項から前項ま

での制限を超えて、所定労働時間外又は休日に労働させることがある。ただし、この場合であって

も、請求のあつた妊産婦については、所定労働時間外労働又は休日労働に従事させない。

第 20条 (年次有給休暇等)

1 採用日から6か月間継続勤務し、所定労働日の 8害」以上出勤した被用者に対しては、下表の年

次有給休暇を与える。その後 1年間継続勤務するごとに、当該 1年間において所定労働日の 8害」以

上出勤した被用者に対しては、下の表のとおり勤続期間に応 じた日数の年次有給休暇を与える。

6か月 1年 6か

月

2年 6か

月

3年 6か

月

4年 6か

月

5年 6か

月

6年 6か

月以上

週所定 35時間

勤務者

10日 11 日 12日 14日 16日 18日 20日

週所 定 24.5～

28時間勤務者

7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日

週所定 20～ 24

時間勤務者

5日 6日 6日 8日 9日 10日 11 1ヨ

2 採用日から 3か月間継続勤務し、所定労働日の 8害」以上出勤した被用者に対しては、下表の季

節休暇 (有給)を与える。

夏季体暇(7月～10月)週所定 35時間勤務者 3日、週所定 20～28時間勤務者 2日

冬期体暇(11月 ～3月)週所定 35時間勤務者 5日、週所定 24.5～28時間勤務者 4日
週所定 20～24時間勤務者 3日

2 第 1項の年次有給休暇及び第 2項の季節体暇は、被用者があらかじめ請求する時季に取得させ

″
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る。ただし、被用者が請求した時季に年次有給体暇および季節休暇を取得させることが事業の正常

な運営を妨 |ずる場合は、他の時季に取得させることがある。

3 当該年度の年次有給休暇で取得しなかつた残日数については、翌年度に限り繰り越される。

4 第 1項及び第 2項の出勤率の算定に当たつては、下記の期間については出勤したものとして取

り扱う。

① 年次有給休暇を取得した期間

② 業務上の負傷又は疾病により療養のために体業した期間

5 当法人は、毎月の賃金計算締切日における年次有給休暇の残日数を、当該賃金の支払明細書に

記載して各被用者に通知する。

第 21条  (育児・ 介護休業、子の看護休暇等)

1 被用者のうち必要のある者は、育児・介護休業法に基づ<育児休業、介護休業、子の看護休暇、

介護休暇、育児のための所定外労働の免除、育児・ 介護のための時間外労働及び深夜業の制限並

びに所定労働時間の短縮措置等 (以下「育児・介護休業等」という。)の適用を受けることができ

る。

2 育児休業、介護休業等の取扱いについては、「育児・ 介護休業等に関する規則」で定める。

第5章 給与計算および支払い方法

第 22条 (計算期間および支払日)

給与の計算期間および支払日は、次のとおりとする。

給与計算期間 :当月 1日 から当月末日 (給与締切日)

給与支払日 :翌月 15日  ただし、支払日が休日に当たるときはその前日に繰り上げて支払う。

第 23条 (給与の支払いおよび控除)

1 給与は、被用者が指定した本人名義の金融機関□座への振り込みによつて支払う。

2 各事項を給与から控除するものとする。

① 源泉徴収税、住民税

② 健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料の被保険者負担分

3 給与明細は、毎月の支払日以降に人事労務により発行するものを確認すること

第24条 (語旬の定義)

1 本規定の給与計算における語句の定義は次のとおりとする。

語句
dコ当圭
凡1我 端数処理 関連条文

日単価 基準内給与÷月平均所定労働日数 円未満

四捨五入

第25条
～27条

時間単価 基準内給与÷月平均所定労働時間 円未満 第27条

＾
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四捨五入

割増時間単価 基準内給与十月平均所定労働時間×1.25 同上 第31条
月平均所定労働日数 年間(7月 1日～翌 6月 30日 )所定労働日

数+12
小数第二位未

満四捨五入

月平均所定労働時間 所定労働時間×月平均所定労働日数 同上

区分 単位 関連条文

遅刻時間数

早退時間数

1分単位

但 し給与計算期間におけるそれぞれの合計時間数について

は 30分未満の端数は切捨て、30分以上の端数は切上げる

第27条

法定内残業時間数

時間外労働時間数

休日労働時間数

1分単位

但 し給与計算期間におけるそれぞれの合計時間数について

は 30分未満の端数は切捨て、30分以上の端数は切上げる

第31条

2)本規定の給与計算に使用する時間数の単位は次のとおりとする。

第25条 (体暇等の賃金)

1 第 20条の年次有給休暇、季節体暇を取得した場合は、所定労働時間労働 したときに支払われ

る通常の賃金を支給する。

2 年次有給休暇はその 4分の 1にあたる日数を時間休暇として取得することができる。その際、

有給体暇 1日 =7時間の時間休暇として換算する。

3 産前産後の体業期間、育児時間、生理体暇、母性健康管理のための体暇、育児 0介護休業法に基

づ<育児休業期間、介護休業期間及び子の看護休暇期間、慶引休暇、病気体暇、裁判員等のための体

暇の期間は、無給とする。

4第 9条に定める休職期間中は、原則として賃金を支給しない。

第26条 (中途入社 0退職者の給与計算)

基本給を月給で支給を受けるもので、給与計算期間の途中に入社・ 退職等した被用者の給与につい

ては、給与の日単価に出勤日数を乗じて求める。

第27条 (遅刻、早退、欠勤、休憩による給与の減額)

1 遅刻、早退により就業しない時間については、無給とする。

2 欠勤については、給与の時間単価に所定労働時間数および欠勤日数を乗じ、給与から差し引<

ものとする。

3 勤務中の休憩時間については、無給とする。

第6章 賃 金
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第28条 (基本給)

1 基本給は被用者ごとに年齢、勤続年数、勤務成績、能力等により決定し、雇用契約書 (兼労働条

件通知書)に定める

2 基本給は次の区分により支払うものとする

① 契約職員 月給、日給または時間給により個別に定める

② パートタイム職員 時間給により個別に定める。詳細は別途定める「パートタイム職員就業規

則」による

第29条 (基本給の改定)

1 基本給の改定 (昇給、据置、降給)は、原則として毎年 7月 1日に行うものとし、各人の勤務

成績、能力等、および当法人の事業状況に応じ、改定額を決定する。

2 前項にかかわらず、当法人の判断により臨時に基本給の改定を行う場合がある。

第30条 (通勤手当・在宅勤務手当の支給)

1 通勤手当は、通勤に係る実費相当として当法人が認めた額を支給する。ただし、通勤経路およ

び方法はもつとも含理的かつ経済的であると当法人が認めたものに限る。

2 通勤手当の上限は、月額 2万円とする。

3 当法人から在宅勤務が認められ、その月の所定勤務日数の 1/2を超える在宅勤務を行つた場合

には月額 6000円 (週所定 20H～24H)、 8000円 (同 24.5～28H)1万円 (同 28.5～35H)
の在宅勤務手当を支給する。

第31条 (残業代の手当)

1 残業代は、次の労働に対し支給する。

① 法定内残業 :所定労働時間を超える法定労働時間以下の労働

② 時間外労働 :法定労働時間を超える労働

③ 休日労働 :所定休日の労働は振替を原則とするが、やむを得ない場合は次項による残業代を支
給する

④ 深夜労働 :深夜時間帯 (22時から5時)の労働

2 残業代は、次のとおり算定し支給する。

① 法定内残業手当 = 時間単価×法定内残業時間数

② 時間外労働手当 = 割増時間単価×法定時間外労働時間数

③ 法内所定休日労働手当 = 時間単価× 100%×  4週 160時間以内の時間 + 害」
増時間単価 × 4週 160時間を超える時間

*但 し 法定休日労働手当 = 時間単価 ×135%× 7H
④ 深夜労働手当 = 時間単価× 25%×深夜労働時間数

Ｒ

）

第32条 (賞与)



1 賞与は、継続して6か月を経過した被用者を対象に、原則として年 2回、7月および 12月に

賞与を支給する。ただし、当法人の事業の状況の悪化その他やむを得ない事由がある場合は、支給

時期を延期し、または支給しないことがある。

2 賞与の額は、被用者本人の能力、勤務成績、勤務態度を評価した結果と当法人の業績を考慮し

てその都度決定する。

3 賞与の評価対象期間は、毎年7月 1日から 11月 31日 (12月支給)、 12月 1日から 6月

30日まで (7月支給)と し、支給日当日に当法人に在籍し、かつ評価対象期間に通常の勤務をして

いた者に対して賞与を支払うものとする。

第7章 定年と継続雇用、退職と退職金及び解雇

第33条 (定年と継続雇用および再雇用)

1 被用者の定年は満 65歳とし、65歳に達した月の末日をもって退職とする。また、希望する者

は64歳に達した月の末日以降から65歳に達した月の末日までの退職にあっても定年扱いとする。

ただし、高年齢者雇用安定法第 9条第 2項を考慮し、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当する

者については、最長 5年間、継続雇用する。

① 勤労意欲に富み、引き続き勤務を希望する者

② 勤務に支障がない健康状態にある者

2 65歳未満の高年齢者等が退職した後に、本人の申し出があり、上記1)の①、②の条件を満た

す場合は、再雇用の対象とする。

第34条 (退職)

1 前条に定めるもののほか、被用者が次のいずれかに該当するときは、退職とする。

① 退職を願い出て当法人が承認したとき。ただし退職は最低30日前に当法人代表に申し出るこ

と。

② 期間を定めて雇用されている場合、その期間を満了したとき

③ 第9条に定める休職期間が満了し、なお休職事由が消滅しないとき

④ 死亡したとき

2 被用者が退職し、又は解雇された場合、その請求に基づき、使用期間、業務の種類、地位、賃金

又は退職の事由を記載した証明書を遅滞な<交付する

第 35条 (退職金)

週 30時間以上勤務する被用者は、中小企業退職金共済制度に加入し、退職時に同共済制度の規定

に従って退職金を受領する。加入コースは 6000円コースとする。

第36条 (解雇)

1 被用者が次のいずれかに該当するときは、解雇することがある。

① 勤務状況が著し<不良で、改善の見込みがな<、 被用者としての職責を果たし得ないとき
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② 勤務成績又は業務能率が著し<不良で、向上の見込みがな<、 他の職務にも転換できない等就

業に適さないとき

③ 業務上の負傷又は疾病による療養の開始後3年を経過しても当該負傷又は疾病が治らない場

合であつて、被用者が傷病補償年金を受けているとき又は受けることとなつたとき (当法人が

打ち切り補償を支払つたときを含む)

④ 当法人内で窃取、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があつたとき、または素行不良で、被用
者としてふさわし<ないと認められたとき

⑤ 故意又は重大な過失により当法人に損害を与えたとき

⑥ 精神または身体の障がいにより、業務に耐えられないと認められたとき

⑦ 試用期間における作業能率又は勤務態度が著し<不良で、被用者として不適格であると認めら
れたとき

③ 事業の縮小、その他事業の運営上やむを得ない事情により、被用者の減員が必要になつたとき
⑨ その他この規則に違反し、前各号に準ずるやむを得ない事情があるとき

2 前項の規定により被用者を解雇する場合は、少な<とも30日前に予告をする。予告しないと
きは、平均賃金の30日分以上の手当を解雇予告手当として支払う。ただし、予告の日数について
は、解雇予告手当を支払つた日数だけ短縮することができる。

3 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する被用者を解雇する場合は適用しない。
① 日々 雇い入れられる被用者 (ただし、1か月を超えて引き続き使用されるに至つた者を除<)
② 2か月以内の期間を定めて使用する被用者 (ただし、その期間を超えて引き続き使用されるに

至つた者を除<)

③ 試用期間中の被用者 (ただし、14日を超えて引き続き使用されるに至つた者を除<)
4 第1項の規定による被用者の解雇に際して被用者から請求のあった場合は、解雇の理由を記載
した証明書を交付する。

第 12章 懲 戒

第37条 (懲戒の種類)

当法人は、その情状に応じ次の区分により懲戒を行う。

① け ん 責 始末書を提出させ将来を戒める。

② 減 給 始末書を提出させ減給する。ただし、減給は、1回の額が平均賃金の 1日分の5割 (2
分の 1)を超え、総額が 1賃金支払期間における賃金の 1割 (10分の 1)を超えることはな
い 。

③ 懲戒解雇 即時に解雇する。

第38条 (懲戒の事由)

1被用者が次のいずれかに該当するときは、けん責、減給とする。

① 正当な理由な<無断欠勤5日以上に及ぶとき
② 正当な理由な<しばしば欠勤、遅刻、早退をするなど勤務に熱心でないとき
③ 過失により当法人に損害を与えたとき
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④ 素行不良で当法人内の秩序又は風紀を乱したとき

⑤ 当法人内において、性的な言動によって他人に不快な思いをさせたり、職場の環境を悪<した

とき

⑥ 当法人内において、性的な関心を示したり、性的な行為をしかけたりして、他の被用者の業務

に支障を与えたとき

⑦ 第11条、第13条、第 14条に違反したとき

③ その他この規則に違反し、又は前各号に準ずる不適切な行為があつたとき

2被用者が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。ただし、平素の含む態度その他情状

によつては、第36条に定める普通解雇、又は減給とすることがある。

① 正当な理由な<無断欠勤14日以上に及び、出勤の督促に応じないとき

② 正当な理由な<無断でしばしば欠勤、遅刻、早退を繰り返し、注意を受けても改めないとき

③ 正当な理由な<、 しばしば業務上の指示・命令に従わなかつたとき

④ 当法人内における窃取、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があつたとき、又はこれらの行為

が当法人外で行われた場合であっても、それが著し<当法人の名誉若し<は信用を傷つけたと

き

⑤ 故意又は重大な過失により当法人に損害を与えたとき

⑥ 素行不良で著し<当法人内の秩序又は風紀を乱したとき

⑦ 職責を利用して交際を強要したり、性的な関係を強要したとき

③ 第 13条に違反し、その情状が悪質と認められるとき

◎ 許可な<職務以外の目的で当法人の施設、物品等を使用したとき

⑩ 私生活上の非違行為や当法人に対する正当な理由のない誹謗中傷等であって、当法人の名誉心

用を損ない、業務に重大な悪影響を及ぼす行為をしたとき

① 正当な理由な<当法人の業務上重要な秘密を外部に漏洩して当法人に損害を与え、又は業務の

正常な運営を阻害したとき

⑫ 重大な経歴詐称があつたとき

⑬ その他前各号に準ずる不適切な行為があつたとき

第 13章 副業・ 兼業

第39条 (副業・兼業)

1 被用者は、勤務時間外において、他の法人等の業務に従事することができる。

2 被用者は、前項の業務に従事するにあたつては、事前に当法人に所定の届け出を行うものとする。

ただし、 1週間以内の短期間である場合を除<。

3 第 1項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、当法人は、これ

を禁止又は制限することができる。

①労務提供上の支障がある場合

②当法人の秘密が漏洩する場合

③当法人の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合

附貝」 本規定は2020年 11月 1日より適用する。
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書式第 17号 (法第 55条関係)

特定非営利活動促進法第 54条第 2項第 3号に定める事項を記載した書類

1 資金に関する事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第54条第2項第3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動

法人名
2020年 4月 1日 ～

2021年 3月 31日

特定非営利活動法人

しんぐるまざあず・ふぉ―らむ
事 業 年 度

(1)収益の源泉別の明細

(2)借入金の明細

その他
な し

収 益 源 泉 の 内 訳 金    額

正会員 受取会費 24,000円

229,684,081円受取寄附金

受取寄附金振替額 143,352,748円

受取助成金振替額 40,441,117 円

330,000円

113,000円

501,985円

2,299,188 円

就労支援事業

相談事業

出版事業

セミナー事業

子育て支援事業

受取利息

雑収入

12,000円

1,837円

41,700円

円

円

円

△
ロ 計 416,801,656 円

借 入 先 金    額

な し 円

円

円

円

円

△
口 計 円

170,000促進法施行規則第 32条第 1項各号に対応 しています。以下同じです。



2 資産の譲渡等の内容に関する事項 [②資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項]

料 金 条  件  等役 務 の 提 供 の 内 容

個別見積円講座講師

円 個別見積グループ相談会ファシリテーター

円

円

円

円

円

円

円

(1)資産の譲渡に係る料金及び条件等

(2)資産の貸付けに係る料金及び条件等

(3)役務の提供に係る料金及び条件等

譲 渡 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

教育費サポー トブック 500円

送料 。消費税込

5～ 9冊 10%引 10～19冊 20%引

20～49冊 30%引 50冊以上40%引

シングルマザー365日 サポートブック 800円 消費税込

円

円

円

円

円

円

円

貸 付 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円



3 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引
及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付 した場合におけるそれぞれ

第一順位から第五順位までの ロ との取

譲渡資産の内容等

を女育暴彗サホ
°―トフ

゛
ック420

冊

譲 渡 価 格取引先の氏名等

2020.11.21 126,000円

円

円

住所又は所在地
法人との

関  係

譲 渡

年月 日

円

円

円

円

円

円

円

氏名又は名称

40,000,000円

30,000,000 FI]

25,000,000円

15,000,000円

寄付

寄付

寄付

寄付

寄付

取 弓1 内 容 等取引金額

110,000,000円

住所又は所在地

(1)収益の生ずる取 |の 5者

(2) 用の生ずる取引の上位 5者

(3)役員、社員、職員若 しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ 資産の譲渡 卸資産を含む。)

取引金額

20,781,500円

住所又は所在地氏名又は名称 取 引 内 容 等

支援費 (ク オカー

用 )

食料支援運搬費14,842,586円

食料支援運搬費13,437,629円

食料支援費・運搬費12,390,603円

6,456,452円 食料支援費・運搬費



ロ 資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

ハ 役務の提供 (施設の利用等を含む。)

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

貸 付

年月日
対 価 の 額 譲渡資産の内容等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

役務の提

供年月日
対 価 の 額 役務提供の内容等

(別紙 1) 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



4 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が

20万 円以上であるものに限 の 並びにその寄附金の額及 月 日]

5 給与の総額等に関する [⑤給与を得た職員の総数及び当 に対する給与の総額に関する事項 ]

氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

20人 18,474,041円



6 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

支出した寄附金額所 在 地 寄附の目的等支出年月日 支出先の名称

新型コロナを乗 り

切る !緊急米

come 2プ ロジェ

ク ト

2,230,536円

3,482,851円

3,193,852円

250,000円

7,160,420円

だいじょうぶだ

よ !プロジェクト

5月 食料支援

だいじょうぶだ

よ !プロジェクト

6月 食料支援

ひとり親 239世

帯の

食料支援事業への

協賛金

だいじょうぶだ

よ !プロジェクト

8月 食料支援

2020年 4月

24日
～4月 26日

2020年 5月

22 日
～5月 24日

2020年 6月

26日
～7月 15日

2020年 8月

31日

2020年 8月

3日 ～6日

2020年 8月

18日

2020年 8月

18日

500,000円

500,000円

460,000円

500,000円

500,000円

だいじょうぶだ

よ !基金

いじょうぶだ

よ !基金

だいじょうぶだ

よ !基金

助成金第一次

だいじょうぶだ

よ !基金

だいじょうぶだ

よ !基金

助成金第一次

_カ
1ハ .

2020年 8月

18日

2020年 8月

18日

2020年 8

月 18日



500,000円

500,000円

500,000円

500,000円

500,000円

500,000円

500,000円

500,000円

500,000円

500,000円

500,000円

500,000円

1,348,303円

5,320,770円

7,679,780円

だいじょうぶだ

よ !基金

助成金第一次

だいじょうぶだ

よ !基金

助成金第一次

だいじょうぶだ

よ !基金

助成金第一次

だいじょうぶだ

よ !基金

助成金第一次

だいじょうぶだ

よ !基金

助成金第一次

だいじょうぶだ

よ !基金

助成金第一次

だいじょうぶだ

よ !基金

助成金第一次

だいじょうぶだ

よ !基金

助成金第一次

だいじょうぶだ

よ !基金

助成金第一次

だいじょうぶだ

よ !基金

助成金第一次

だいじょうぶだ

よ !基金

助成金第一次

だいじょうぶだ

よ !基金

助成金第一次

だいじょうぶだ

よ !プロジェクト

ぷらすアルファ米

支援

だいじょうぶだ

よ !プロジェク ト

9月

だいじょうぶだ

20204「 8

月 18日

2020年 8

月 18日

2020`年18

月 18日

2020年 8

月 18日

2020`千18

月 18日

20204巨 8

月 18日

2020年 8

月 18日

2020年 8月

18日

2020年 8月

18日

2020年 8月

18日

2020年 8月

18日

2020年 8月

18日

2020`手19

月 8日 ～10

日

2020年 9

月 19日 ～

22日

2020年



10月 20日
～25日

2020年
11月 20日

2020年
11月 20日

2020年
11月 20日

2020年
11月 20日

2020年
11月 20日

2020年 11

月 20日

よ !プロジェク ト

10月

だいじょうぶだ

よ !基金

年末助成金

だいじょうぶだ

よ !基金

年末助成金

だいじょうぶだ

よ !基金

年末助成金

だいじょうぶだ

よ !基金

だいじょうぶだ

よ !基金

年末助成金

だいじょうぶだ

よ !基金

年末助成金

だいじょうぶだ

よ !基金

年末助成金

だいじょうぶだ

よ !基金

年末助成金

だいじょうぶだ

よ !基金

だいじょうぶだ

よ !基金

年末助成金

だいじょうぶだ

よ !基金

年末助成金

500,000円

1,000,000円

1,000,000円

510,000円

1,500,000円

500,000円

350,000円

2,780,000円

600,000円

1,000,000円

550,000円

850,000円

1,500,000円

7,644,122円

だいじょうボだ

よ !基金

だいじょうぶだ

よ !基金

年末助成金

だいじょうぶだ

よ !プロジェク ト

11月

2020」手111

月 20日

2020年 11

月 20日

2020年
11月 20日

20204巨 11

月 20日

2020年
11月 20日

2020年
11月 20日

2020年
11月 20日

2020年
11月 21日

～28日



9,816,444円

6,333,148円

7,927,610円

12,020,232円

39,010,000円

(10,000円 ×202

人 、 30,000円 ×

553″人.、 50,000

円 ×408人)

365,000円

(ク オカー ド

5000円 ×73人 )

300,000円

(バ ックパ ック

5000円 ×60人)

3,000,000円

(40,000円 ×19

人、 80,000円 ×

28人)

1,320,000円

(40,000円 ×5

人、 80,000円 ×

14人)

1,000,000円

(40,000円 ×7

人、 80,000F]×
9人)

だいじょうぶだ

よ !プロジェクト

12月

だいじょうぶだ

よ !プロジェクト

1月

だいじょうぶだ

よ !プロジェク ト

2月

だいじょうぶだ

よ !プロジェク ト

3月

新入学お祝い金

2021

新入学お祝い金

2021

新入学お祝い金

2021

まなびアシス ト

まなびアシス ト

まなびアシスト

2020年
12月 19日
～26日

2021年 1

月 23日

～30日

2021`芋12

月 20日
～27日

2021イ手13

月 27日
～31日

2021年 3月

4日
～3月 31日

2021年 3月

10日
～3月 12日

2021年 3月

10日

～3月 12日

2021年 2月

2日

2021年 2月

4日
～2月 6日

2021年 2

月 11日

～2月 13日



1,640,000円

(40,000円 ×15

人、 80,000円 ×

13メ、)

940,000円

(20,000円 ×1

人、 40,000円 ×

5人、 80,000円
×9人)

500,000円

1,000,000円

1,000,000円

580,000円

999,300円

1,000,000円

1,o00,000円

900,000円

1,000,000円

1,000,000円

1,000,000円

978,000円

1,000,000円

1,000,000円

まなびアシス ト

まなびアシス ト

だいじょうぶだ

よ !基金

助成金第二次

だいじょうぶだ

よ !基金

助成金第二次

だいじょうぶだ

よ !基金

助成金第二次

だいじょうぶだ

よ !基金

助成金第二次

だいじょうぶだ

よ 1基金

助成金第二次

だいじょうぶだ

よ !基金

助成金第二次

だいじょうぶだ

よ !基金

助成金第二次

だいじょうぶだ

よ !基金

助成金第二次

だいじょうぶだ

よ !基金

助成金第二次

だいじょうぶだ

よ !基金

助成金第二次

だいじょうボだ

よ !基金

助成金第二次

だいじょうぶだ

よ !基金

助成金第二次

だいじょうぶだ

よ !基金

だいじょうぶだ

よ !基金

助成金第二次

次

2021年 2月

24日
～2月 26日

2021年 2月

16日
～2月 18日

2020Z千12

月 25日

2020`手12

月 25日

2020`年12

月 25日

2020イ手12

月 25日

20204卜 2

月 25日

20204P2
月 25日

2020イ手12

月 25日

2020年 2

月 25日

2020年 2

月 25日

2020年 2

月 25日

2020年 2

月 25日

2020年 2

月 25日

2020年 2

月 25日

2020年 2

月 25日



じヽょうぶだ

よ !基金

助成金第二次

だいじょうぶだ

よ !基金

助成金第二次

だいじょうぶだ

よ !基金

だいじょうぶだ

よ !基金

だいじょうぶだ

よ !基金

20204卜 2

月 25日

2020年 2

月 25日

2020`年12

月 25日

20204「 2

月 25日

20204「 2

月 25日

2020`年12

月 25日

2020生
「

2

月 25日

2020年 2

月 25日

2020年 2

月 25日

2020」手12

月 25日

2020年 2

月 25日

2020年 2

月 25日

2020年 2

月 25日

2020`年12

月 25日

908,000円

1,000,000円

1,000,000円

1,000,000円

500,000円

1,000,000円

800,000円

840,000円

638,540円

1,000,000円

1,000,000円

900,000円

1,000,000円

1,000,000円

3,640,000円

(40,000円 ×21

人 、 80,000円 ×

35=人)

1,160,000円

(40,000円 ×9

人、 80,000円 ×

10人)

360,000円

円×3

だいじょうぶだ

よ !基金

だいじょうぶだ

よ !基金

助成金第二次

だいじょうぶだ

よ !基金

助成金第二次

だいじょうぶだ

よ !基金

だいじょうぶ

だいじょうぶだ

よ !基金

だいじょうぶだ

よ !基金

助成金第二次

だいじょうぶだ

よ !基金

助成金第二次

だいじょうぶだ

よ !基金

助成金第二次

まなびアシス ト

まなびアシス ト

まなびアシス ト

次

二次

成金第二次

よ !基金

2021年 3月

2日
～3月 4日

2021年 3月

8日
～3月 10日

2021年 3月

1l Iヨ



人、 80,000円 ×

3人)

1,660,000円

(20,000円 ×1

人、 40,000円 ×

11人、 80,000

円 ×15人 )

600,000円

(40,000円 ×3

人 、 80,000円 ×

6ノ尺)

130,000円

まなびアシス ト

まなびアシス ト

ひとり親 130世

帯の食料支援事業
への協賛金

～3月 13日

2021年 3月

15日
～3月 17日

2021年 3月

22日

2021年 3

月 30日

176,176,908円
合   計



7 海外への送金等に関する事項 [⑦海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並び

にその実施日]

実  施  日 使 途 金   額

な し
円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



別紙1 特定非営利活動法人しんぐるまざあずふぉ―らむ

(3)役務の提供(施設の利用等を含む)

取引先の氏名
法人との

関係
住所又は所在地

役務の提供

年月日
対饉の額 役務の提供の内容

2020/4κ l～m20/3/31、 :2月 60,000 メールマガジン管理 Y10.0∞ /月

2020/8/8 10,000 相談会フアシリテーター γ10,000/1回 (四谷・世田谷/川 崎市 富士見市 )

2020/5/22 11,137 理事会

2020/4/25、 5/4、 5/23、 6/14、 7/19、 9/25 60,000 オンラインママカフェ V:OgЮ/1回 (メイン)¥5,000/1回 (サブ)

2020/12/2: 10,000 教育彙サポートブック校正

2020/10/11 10,000 セミナースタッフ¥10,000/1回

2020/8/3、 7/27、 9/2o、 11″ 1、 11/28、 12/4、

2021/1/23、 3/20
275,000 (各依頼団体の講師支払規定による)

2020/10/2、 10/23 24,000 インタビユー(各依頼団体の講師支払規定による)

Ю
"/4/18、

フ/4、 7/26、 11/21、 lν 20、 m21/ν 6、

2/20、 3/7
65,000 イベント スタッフ V5,000/半 日 ¥10,000/1日

20m/5/2、

“

21/1/28 22,274

2020/12/21 30,000 ック校正

2020/9/19 10,000 ¥20,000/1回 (さいたまメイン)¥10,0∞ /1回 (サブ)

2020/0/19 5,000 セミ‐ナー・イベント スタッフ V5.000/半 日

2021/3/7 5,000 イベントスタッフ V5,000/半 日

"20/1ν
12 10,000 v10.000/1回 (四谷・世田谷/川 崎市 富士見市 )

m20″ /18、 3/29 30,000 ¥a,000/1回 (さいたまメイン)¥lQ000/1回 (サブ)

"20/6/20、

1げ 24、 12/26 30,000 平10,0∞ /1回 (メイン)¥5,∞ 0/1回 (サブ)

2020/7/18、 3/29、 9/20、 9/21、 10/3、 10/17、 11/2、

m21/1/23、 3/7
65,000 イベント スタッフ V5,000/半 日 ¥10,0∞ /1日

2020/10/11 8,000 セミ・カースタッフ Y8,000/:日

2020/8/29 45p00

2021/3/29 6,000 イーヨ原稿

2021/ν13 10p00 v10,000/1回 (四谷・世田谷/川 崎市 富士見市 )

2020/6/27、 2021/1/23

“

p∞ V20000/1回 くさいたまメイン)

2020/6/27、 3/3、 9/20、 9/26、 11/17 210,000 (各依頼団体の講師支払規定による)

20200/27、 9/12、 9/21、 2021/1/,0、 γ7 40p∞ スタッフ ¥5αЮ/半日 ¥lo,000/1日

2020/5/22、 ν19、 2021/1/28 33,411

2020/10/11、 2021/1/8 20,000 V10,000/1回

2020/10/31 10,000 V20,000/1回 (さいたまメイン)¥10,000/1回 (サブ)

202o/9/19、 11/21 2000Ю v10,000/1回 (四谷・世田谷/川 崎市 富士見市 )

2020/10/31 5,000 イベント スタッフ V50Ю/半日

2020/9Ю l～

"2:/3/31(12月
分を除く) 60,000 ¥lo000/月

2020/6/27、 11″ 1、 2021/1/23 301000 V10,000/1回 (さいたまサブ )

m20/6/13、 10/10
¥10,000/1回 (四谷・世田谷ノ川崎市 富士見市)

2020/3/3・ 4、 2021/3/7 60pOЮ

m204/25、 5/16、 7/4、 3/1、 9/27、 11/23、 11/28、

2021/1/8
70,000 V10,000/1回 (メイン)¥5,∞ 0/1回 (サブ)

2020/4/18、 6/27、 9/20、 9″ 1、 10/4、 10/17、 10/24、

10/31、 11/7、 11/14、 lν 12、 2021/1/23、 1/30、 ν 6、

2/20、 2/28

110,000 ・イベントスタッフ V5,000/半 日 ¥10.000/1日

2020/11/24 8,000 スタッフ

2020/7/18、 10/9、 12/19 30p00 ¥:0,000/1回 (さいたまサブ)

2020/7/18、 9/20、 9/2:、 12/19 30,000 イベント スタッフ V5,000/半 日 ¥10.000/1日



a20/716、 6/6 10,000 オンラインママカフェ 率100Ю/1回 (メイン)¥5SЮ /1回 (サブ)

2020/3/7 5,000 セミナー・イベントスタッフ V5,αЮ/半日

2020/2/24 11,137 入学お祝い金選考委員 腑金

2021/2/13 10,0(Ю 相談会ファシリテーター V10000/1回 (さいたまサプ)

2020/7/4、 2021/2/,3、 2/20 125,000 講師 (各依頼団体の講師支払規定による

2020/3/19 11,137 理事会

2020/112/21 50,000 教育費サポートブック編集・校正

2020/11/13 17,600

2020/9/20、 9/21、 202:/3″ 25,000 イベント スタツフ ¥5.000/半 日 ¥10,000/:日

2020/7/26 30,00 (各依頼団体の講師支払規定による

2021/3/7 10,000 相談員(各依頼団体の支払規定による

2020/12/15 6,000 研修 スタッフ

2020/11/24 8,000 スタッフ

""5/4、
プ23、 6/20、 3/22、 m21/ν6 35,000 ¥10oЮ/1回 (メイン)¥50Ю /1回 (サプ)

2020/9/26、 11/21 20,000 平l o000/1回 (四谷・世田谷/川 崎市 富士見市 )

""ん
/29、 10/31、 lν 19、 2021/2/13 80,000 ¥20,000/1回 (さいたまメイン)

2020/112/21 25ρ OЮ

2020/8/29、 2021/2/13 10,000 4A>t- 7te2 Y5.000/+E

10000 (各依頼団体の講師支払規定による

2020/11/24 8,000 スタッフ

2020/11/24 8,∞0 スタッフ

2020/5/22、 3/19、 2021/1/28 33,411

11,137

30,000



チェック欄法人名 特定非営利活動法人しんぐるまざあず・ふぉ―らむ

′
3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

(1)役員及びその親族等

(2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等

口 各社員の表決権が平等であること

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記

録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

各欄の人数等は、第3表付表 1 「役員の状況」から転記してください。

イ

(注 1)

(注 2) c及び③こっいては、′]弩敗点以下第2位を切り捨てた数値を記載してください。

ロ

項  目

役員数

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合

(②÷③

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグループの人数

割 合

(④÷③

① ② ③ ④ ⑤

④
2020年 4月 1日 ～

2021年 3月 31日 6人 0人 0% 0人 0%

⑮ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
人 人 % 人 %

各社員の表決権が平等である ③ ⑮ ◎ ③ ◎ ① 申請時

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

書式第7号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表 ) (初葉)

(注意事1動

・ 認定基準等チェック表 (第 3表)は、法第関条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても記載及び添

付する必要があります。その場合、上記口の記載の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第関条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、

添付を省略することができます。

区  分

上記を証する書類の名称とその内容等



ハ

2

項
日
【 ③ ⑮ ◎ ③ ◎ ① 申請時

会計について公認会計士又は監査法人の監査を受け

ている

はい はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の保存

を青色申告法人に準じて行っている

[国

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

項
日
【 ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無
有。① 有・無 有・無 有・無 有 。無 有 。無 有・無

第3表 (次葉)

∝意||ヨQ
認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出:劉0に記載した事項について、改

めて記載する必要はありません。

エ (第 3

二において、「費途が明らかでないもの」とは、法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも
○

のをし

明らカ

いヽ、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を

注 意 事 項記 載 要 領項    目

区分欄の「①～①」の各欄には、

年度 (又は各年)を記載します。

第3表付表1「役員の状況」を記載して、「①」、「②」

及び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

実績判定期間の各事業
イの各欄

「上記を証する書類の名称とその内容

等」欄には証する書類の内容を文言のと

おりに記載します。

該当する一方を「○」で囲みます。

「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

|よ 「定款 (又は会貝ゆ第○条に『各正会員の表決権は、

平等なものとする』と規定」のように記載します。

口の各欄

① 「会計について公露会計上鵞澳酵査

法人の騒 を受けている」の「E壼L
iこ 「QL」L聖邑£邑こ墜艶麺堕勲埜

位墜ム
=型

ニ

② 「帳簿書類|の備付け、取引の記録及

0帳簿書類の保存を'青色申告法人!J事

した場合墜盛_五旦丞饉丞2」堕菫狸

組:⊆塑itti」 __望:這壁:凶:塑:日:上I∠:⊆1■二奎

じて行っている」α)「はい」に 「○ |

該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「④」から「①」については、イに記載:する各期

間 (「④」から「①」)を示したものです。

ハの各欄

該当する一方を「○」で囲みます。

なぉ、「④」から「①」にっいては、イに記載する各期

から「①」)を示したものです。間 (「④」

二の各欄

にヽしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでないもの」がある とになり、認定を受けることはできません。



法人名
特定非営利活動法人

しんぐるまざあず 。ふぉ―らむ
③ ⑤ ◎ ① ◎

役  員  数 6人 人 人 人 人

(1)最も人数が多い「親族等」のグルー
0人 人 人 人 人

プの人数

(2)最も人数が多い「特定の法人の役員

又は使用人である者並びにこれらの 0人 人 人 人 人

者の親族等」のグループの人数

① 申 請 時

人 人

人 人

人 人

書式第 8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第 3表付表 1

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載 した事

項について、添付を省略することができます。

役 員 の 内 訳

就 任 等 の 状 況

① 1請
就任・退任

年月日
③ ◎③ ⑮ ◎

続柄等職名住  所氏  名

2002年 10月 23日

就任

2004イ手17月 1 日

就任

2015年 7月 1日

就任

○

○

○

理事

理事

理事

赤石 千衣子

岡本 裕代

安藤 ゆか

○

○

2020イ手15′月 31日

就任

2020`年15月 31日

就任

2002`年110′月23日

就任
○

理事

理事

監事

金澄 道子

山崎(葛西)リ

サ

今出 裕子



法人名 特定非営利活動法人 しんぐるまざあず・ふぉ―らむ

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

総勘定元帳
会計ソフト (ソ リマチ)使用

ノレーズリーフ
随時 7年

仕訳 日記帳
会計ソフト (ソ リマチ)使用

ノレーズリーフ
随時 7年

給与台帳
給与ソフト (■eee)

ルーズリーフ
月 1回 7年

書式第9号 (法第44条・51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表 2

(記載1要(D
・ 「伝票又は帳簿名」欄は、例えば「入金伝票」、「出1釧1葺勤、「新謹射ヨ票」、「現金出響副珀、「総勘定元帳」などのように記載します。

・ 「左の帳簿等の形態」欄は、「単票」、「ルーズリーフ」、「装丁帳簿」などのように記載します。

・ 「記帳の時期」欄は、「随時」、「毎日」、「一週間ごと」のように記載します。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出:割0に 記載した内容に変更

がないときは、添付を省略することができます。



チェック欄法人名 特定非営利活動法人しんぐるまざあず・ふぉ―らむ

ノ
4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行っていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法

人と当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当

法人の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う

者、上記イの活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上

であること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

申罰郭寺◎ ①⑤ ◎ ③項
口
日 ③

有 。無有 。無有 ・ 無 有 。無有 。無有 。無
宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者

を教化育成する活動
有・む

有 ・ 無有 。無 有 。無有 ・ 無 有 ・ 無有・ 0 有 。無
政治上の主義を推進し、支持し、又はこれ

に反対する活動

有 ・ 無 有 ・ 無有 ・ 無 有 。無有 。無 有 。無

特定の公職の候補者若しくは公職にある者

又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに

反対する活動

有・ む

ロ

項 目 ④ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申奇事寺

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対

する報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他

役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益の供

与の有無

有・0 有・無 有 。無 有・無 有。無 有・無 有 。無

有・無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその議渡の時における価額に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が支配する

法人と当法人の間の資産の譲渡等に関して補易IIの利益の供

有・0 有 。無

与の有無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して特別の利益の供与の有無
有・む 有 。無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の 有・懲 有・無

有無

有。無 有・無 有・無 有 。無

有・無 有・無 有・無 有 。無 有・無

有 。無 有 。無 有・無 有・無 有・無

書式第10号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表 (第 4表 ) (初葉)

(涸廃ユヨ誨D
・ 「認定基準等チェック表 (第 4表)」 1ま、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても記載

及び添付する必要があります。その場合、「認定基準等チェック表 第4表 (次葉)」 (ハ及び二)の記載及び添付の必要はありま

せん。

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第5条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出1割D に記載した事項につい



チェック欄法人名 特定非営利活動法人しんぐるまざあず 。ふぉ―らむ

′
5 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当

務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事

項等を記載した書類

な理由がある場合を除きこれをその事

´ヽ 日 した書類その予定 を記載

同  意

しない□

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、

の事務所において閲覧させることに同意する。

等がある場合に|ま そα漁唄ll(社内期興D等を添付してくださし、

正当な理由がある場合を除きこれをそ

※閲覧に関す
・る部興1(たb村規貝ID

イ

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の

氏名及び住所又は居所を記した書面)

② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写D

ロ る旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類各認定基準等に適合す

る予定の具体的な事業の内容を記載した書類寄附金を充当すハ

前事業年度の役員報酬又国職員給与の支給に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

。 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位 5者との取引

・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する

寄附金の額の事業年度中の合計額が加万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及噺 年月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日

助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

書式第 13号 (法第 44条・51条・58条関係 )

ェック表  (第 5表)

(洒藍ヨヨ護D
・ 認定基準等チェック表第5表は、法第55条第1項に基づく書類 (役員輌酬規程等提出書類)の提出時に記載及び添付する必要

があります。

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、添付の必要はありません。



書式第14号 (法第44条。51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表)

法人名 特定非営利活動法人しんぐるまざあず・ふぉ―らむ

認定基準等チェック表  (第 6表)

認定基準等チェック表  (第 7表)

認定基準等チェック表  (第 8表 )

0■事つ

・ 法第55彙第1卿t基づく書類10腱員囀層用鴨薔自議是出1腑Dの提出時に当たっては、日淀」ロロ中チエック表 (第6表及び第8ヨD

iよ 記載する必要はありません。

・ 露定の有効期間の更新の申目に当たつては、1日定基準等チェック表 (第6表及び第8表)の日田口の2円馴まありません。また、法第

55条第1項に基づく書類|〈役員錮剛鵬線曽誡日■■詢 に記載した事項について、改めて田麟する必要はありません。

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等を同法第

29条の規定により所轄庁に提出していること

チェック欄

特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

④ ⑮ ◎ ④ ◎ ①

有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 。 無 有 。 無 有 ・ 無

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの チェック欄

利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと ノ

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事:実

その他公益に反する事実の有無

注・認定基準等チェック表 (第 7表):ま、法第関条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及

び添付する必要があります。

④ ⑮ ◎ ③ ◎ ① 申 請 時

有 ① 有 征 有 征 有 。 無 有
`抽

E 有 0無 有 缶

申請書を提出した を含む事業年度の初日におしヽて その設立の日以後 1 年を超える期間が経過し
チ ツク欄

8

ていること

事業年度 月  日～  月  日 設立年月日 平成  年  月  日



書式第15号 (法第44条。51条・58条関係)

欠格事由チェック表

法人名 特定非営利活動法人しんぐるまざあず・ふぉ―らむ チェック欄

認定、 ず、次のし

は認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定を取り

た場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前 1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該特

例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの

口 1禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しな

い者
ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法 204条等 田 )若

しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、

罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

二 暴力団の構成員等 ∝2)

2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人

3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人
4

ノ

5 国税に係る重加算税又は地方税|

6 次のいずれかに該当する法人

イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

を課された日から3年を経過しなし

役員のうち、次のいずれかに該当する者の有無

認定特定非営禾!括動法人が認定を取り消された場合又は特伊縣定特定非営禾1偏識法人が特伊儲定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前 1年内に当該認定

特定非営利活動法人又は当該特例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でそ

の取消しの日から5年をi経過しない者の有
:無

有。①

禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなった日から

5年を経過しない者の有無
有。①

特定非営禾1括藪促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは

刑法第204条等若しくは暴力行為等処罰法の1罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に

関する法律に販 したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受

けることがなくなつた日から5年を経過しない者の有無

有。①

暴力団の構成員等の有無 有。①

（Ｚ り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 は い ・ しヽ

は い ・ υヽＲ

）
している法人

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過 はい。匝ヨ
しない法人

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、
=壁:墜!基:螢!箋!壁:理:麟I輩:豊と!塑l聾:聖:理:墜:塑i堕:型:騒

:

添付 「量の 4」 並至に関係都道府県知事:丞至亜区町村長から交付を実げ二Ш理型型量墜0潤引泄 1明青ぎ1鋼1~90こ こ _

目日 (注 1)その他の事務所がある場合は、その他の事務所所在の滞納処分に係る納税証明書も添付すること

(注 2)

は い ・ し`5 日から3 しなしヽ告人

6

イ

ロ

弩ンしかに該当する法人

は い ・ いヽ

は い ・ しヽ




